
 

 

「中心市街地活性化特別融資制度」概要説明 

 

目  的：中心市街地における商業地域に、店舗・事務所等を新たに出店、設置する中

小企業者及び、既に中心市街地にある店舗、事務所等を増改築する中小企業

者に対し、低利で融資を行うことにより中心市街地の活性化に資するととも

に、中小企業の振興に寄与する。 

 

特  徴：①借り入れ時の利率については本市の融資制度として初めての変動金利を採

用することで、低金利を実現。 

②これまでの融資制度では、市内の中小企業者に限定していたが、市外から

も出店を促すため、宮崎市外の中小企業者にも対象を広げた。 

 

 開始時期：平成２５年１１月１日（金） 

 

 取扱金融機関：宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎信用金庫 

 

 融資条件等：  
項目 融資条件 

資金使途 設備資金及び設備に伴う運転資金 

融資限度額 設備・設備に伴う運転あわせて５，０００万円 

融資期間（据置期間） １０年以内（１年以内） 

融資利率  変動金利 

信用保証料率 宮崎県信用保証協会の保証料率とし、市が１．２５％を上限に補助 

 

 申込手続： 

                                                                 
③ 融資・保証申込 

⑥融資実行 

④保証申込 ⑤保証承諾 

取扱金融機関 
（融資審査） 

宮崎県信用保証協会             
（保証審査） 

申込者 

資料６ 

宮崎商工会議所            
（事業計画書の確認） 

①事業計画書 ②確認 

【問い合わせ】 

担当：商業労政課 

電話：２１－１７９２ 


